
 ⾷品表⽰法の措置概要

⼀⻫取締り ： 「⾷品の衛⽣に関する監視指導の実施に関する指針」に基づき、各地⽅公共団体が集中的に実施する⾷品表⽰等に関する取締り （夏期：7⽉を中⼼として各地⽅公共団体が定める期間、年末：12⽉を中⼼として各地⽅公共団体が定める期間）
⾷品表⽰法 ： ⾷品衛⽣法、健康増進法、ＪＡＳ法に規定されていた⾷品表⽰に関する規定を統合し、平成27年４⽉から施⾏
命令 ： ⾷品表⽰法第６条第１項の指⽰を、正当な理由なく履⾏しない事業者に対する⾏政処分（⾷品表⽰法第６条第５項）、「⾷品表⽰法に基づく命令等の指針」に照らし、⾷品の回収⼜は営業停⽌等を⾏う⾏政処分（⾷品表⽰法第６条第８項）
指⽰ ： 「⾷品表⽰法に基づく指⽰及び指導並びに公表の指針」に照らし、指導に該当しない場合に⾏う⾏政指導（⾷品表⽰法第６条第１項）

１ 許可を要する⾷品関係営業施設及び届出を要する⾷品関係営業施設への監視指導施設数、違反件数等

指⽰

特定保健⽤
⾷品

機能性表⽰
⾷品

栄養機能
⾷品

その他の
いわゆる

「健康⾷品」

原産地及び
原料原産地名

第６条
第８項

第６条
第５項

第６条
第１項

第60条 第59条

130,326 918 582 62 0 0 0 1 231 118 4 13 26 0 0 0 817 0 0 4 0 7 0 0 0 0 3

50,626 1,518 658 219 0 2 0 23 455 290 2 138 46 0 0 0 1,238 0 0 2 0 116 0 0 3 12 21

180,952 2,436 1,240 281 0 2 0 24 686 408 6 151 72 0 0 0 2,055 0 0 6 0 123 0 0 3 12 24

⾷品衛⽣法第20条 ： 公衆衛⽣に危害を及ぼすおそれがある⾷品・添加物等の、虚偽・誇⼤な表⽰・広告を禁⽌
健康増進法第65条第１項 ： 健康の保持増進の効果等について、誇⼤な表⽰・広告を禁⽌
⾷品衛⽣法第59条 ： ⾷品等の廃棄⼜は⾷品衛⽣上の危害の除去を⾏う⾏政処分
⾷品衛⽣法第60条 ： 許可の取消、営業停⽌を⾏う⾏政処分
許可を要する⾷品関係営業施設 ： 飲⾷店営業、菓⼦製造業、⿂介類販売業、⾷⾁販売業 など
届出を要する⾷品関係営業施設 ： 乳類販売業、野菜果物販売業、百貨店、総合スーパー など

２ 収去した⾷品等の検体数、違反件数等

指⽰

アレルゲン 期限表⽰ 保存⽅法
製造者
加⼯者

添加物 その他 栄養成分
特定保健⽤
途に関する

表⽰

機能性関与
に関する

表⽰

栄養成分機
能に関する

表⽰
その他

第６条
第８項

第６条
第５項

第６条
第１項

第60条 第59条

8,915 208 27 15 10 34 36 34 18 0 0 1 2 23 0 1 14 0 0 0 193 0 0 0 0

1,351 9 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0

10,266 217 27 15 10 34 37 36 18 0 0 1 2 23 0 1 20 0 0 0 196 0 0 0 0

収去 ： ⾷品衛⽣監視員が⾷品を分析に供するために、法令に基づき無償で持ち去る⾏為

その他の
いわゆる
｢健康⾷品｣

原産地
及び原料
原産地

食品等の表示に係る令和６年度夏期一斉取締りの指導件数等

特定
保健⽤
⾷品

機能性
表⽰⾷品

監視指導
延べ施設数

令和６年11月
消　費　者　庁

⾷品表⽰法 ⾷品衛⽣法

表⽰違反に対する措置 法令所管機関へ回付等

⾷品衛⽣法
第20条

健康増進法
第65条
第１項

品質事項

⾷品表⽰法

衛⽣事項 保健事項

計
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届出を要する⾷品関係営業施設

 違反検体数

計

⾷品表⽰法

衛⽣事項 命令 命令及び
指⽰以外
の措置

保健事項

⾷品表⽰法
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国産品

輸⼊品

⾷品衛⽣法
第20条

健康増進法
第65条
第１項

その他

許可を要する⾷品関係営業施設

地⽅公共団体（都道府県、保健所設置市及び特別区の保健部局）による、⾷品等の表⽰に係る令和６年度夏期⼀⻫取締りの指導件数等は以下のとおりです。

（単位：件数）

命令 指⽰ 命令及び指⽰以外の措置

令和６年度 0 0 2,251

その他
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告発

命令 命令及び
指⽰以外
の措置

命令
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